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＊２工組連携共催を企図しても、各職能協会が連携不

全で共催が困難場合もある。

＊実務不要の３級を新設して、専門学校や実務系高校

生徒へ受検機会を与えてはどうか。就職希望の生徒

増へも寄与するのではないか。

２．委員会事業に対する提案・要望

間瀬浩之 委員長（岩手県）

【報告事項】 

１．職場のハラスメント・カスタマーハラスメント対

策

　令和元年に改正された労働施策総合推進法におい

て、職場におけるパワーハラスメントについて防止

措置を講じることが事業主に義務付けされました。

実効性のあるハラスメント防止対策を講じてくださ

い。

　顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラス

メント）に関して、事業主は、相談に応じ、適切に

対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り

組みを行うことが望ましいことなどが定められまし

た。厚生労働省からは「カスタマーハラスメント対

策企業マニュアル」冊子も出されていますのでご活

用ください。

２．2024年４月からの労働条件明示のルール変更

　「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締

結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、

2024年（令和6年）4月1日以降労働条件の明示事項

等が変更されます。

　労働条件の明示とは、労働契約を結ぶ（更新の場

合も含む）際、使用者が労働者に対し、契約期間、

就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職など

に関する事項を明示することです。労働条件を明示

する書面の形式は自由です。厚生労働省では、モデ

ル様式を作成・公開していますので、厚生労働省の

ウェブサイトをご参照ください。

３．トラックドライバーの労働時間のルールについて

　今年4月1日、トラックドライバーの時間外労働

について年960時間の上限規制が始まります。併せ

て、自動車運転者の拘束時間等の基準を定めた「自

動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善

基準告示）」も改正され同日から適用されます。厚

生労働省では、トラック運転手の長時間労働改善特

別相談センターを設置しています。ご活用くださ

い。

４．労働安全衛生法等に関係した、事業場内における

管理者・主任者等の選任 について

　労働安全衛生法では、事業場を一つの単位とし

て、各事業場の業種、規模等に応じて、安全管理

者、衛生管理者及び産業医等の選任を義務付けてい

ます。また、有機溶剤や化学物質を取り扱う事業場

においては、事業主は労働災害を防止するために取

扱主任者を選任する必要があるほか、令和６年４月

からは労働安全衛生法の新たな化学物質規制が始ま

環境労務委員会
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岩手の印刷

開 催 日 / 令和 8年 1月 16日（金）
開 催 場 所 /ホテルロイヤル盛岡 3 階　

   盛岡市菜園1丁目11番11号  TEL019-653-1331
出 席 者 /全員協議会（理事会） 12 名

　セミナー 46 名
　懇親会 67 名

セミナー及び新年交賀会（懇親会）は、ジャグラ岩手県支部様と合同で開催致しました。

▲全員協議会（理事会）・セミナーの様子

令和 8年  岩手県印刷工業組合新年交賀会

＊常任理事会　　　　　　午後1時30分 ～ 午後2時15分〔3階 アップルルーム〕
＊全員協議会（理事会）　　午後2時30分 ～ 午後3時30分〔3階 アップルルーム〕
　【報告事項】 1. 古紙回収事業について
　　　　　　 2. 組合創立70周年記念式典について
　　　　　　 3. その他
＊セミナー 　　　　　　　午後4時00分 ～ 午後5時30分 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔3階 パインルーム+オレンジルーム〕

〕ルーホルヤイロ 階3〔 分00時8後午 ～ 分00時6後午　　　　　　会賀交年新＊

日　程

　　　　　　　　　　　　　　演　題

　　　　　「PODの自動化及び無人化運用による
　　　　　　　　　　　　　　生産性向上への取り組み」

講　師 岸　 昌洋  氏 （株式会社正文舎　代表取締役）
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開 催 日 時 / 令和 8年 2月 17日（火）
開 催 場 所 / 宮城県仙台市「パレスへいあん」
参　加　者 /東北６県工組役員・来賓・その他計 53名

主管：宮城県印刷工業組合

令和 7年度  下期東北地区印刷協議会

Ⅰ．全体会議

瀬田 章弘 全印工連会長挨拶（要旨）

　東北地方では大雪に見舞われ、報道映像を見るた
びに心配しておりました。日本は自然災害の多い国
ですが、大きな地震や災害が発生した際には、全印
工連として皆で支援していく体制を整えています。
これも全印工連の大切な役割の一つであり、各地で
災害や天変地異が起きた際にも、皆で力を合わせて
乗り越えていきたいと考えております。

ります。これは「それぞれが自分にとって最適な判
断をした結果、全体として望ましくない結果を招い
てしまう」という意味です。印刷業界においても、
各社が自社にとって最適と考える行動を取った結
果、業界全体としては厳しい状況に陥っている面が
あるのではないかと感じています。

これからは、価格競争を中心としたビジネスのあり
方から一歩踏み出し、「価格競争から価値協創へ」と
発想を転換していく必要があります。さまざまなパー
トナーや地域の皆様とともに新たな価値を創り出し、

いと考えています。そのためにも、全印工連や各地の
組合が果たす役割は大きいものがあると思います。

　私自身も経営者として、目の前の課題にとらわれ
て大局を見失いそうになることがあります。だから
こそ、組合員の皆さんと情報を共有しながら、それ
ぞれが独自性ある道を歩み、互いに助け合いながら
共存共栄できる業界を目指していきたいと思いま
す。皆さんのお力添えをいただきながら、共により
良い業界にしていきましょう。

今野 均 東北地区協会長挨拶（要旨）

　先日、全印工連産業戦略デザイン室が開いたイベ
ント「Impression！全印工連XIカンファレンス２０２
６」に参加しました。感じること、学ぶことが多い
場でしたが、特に一番印象に残っていることがあり
ます。冒頭のトークセッションで語られた「中小企
業、そして我々の産業にこそイノベーションの要素
がある」という言葉です。イノベーションには、ヒト・
モノ・カネが必要と言われますが、中小企業にそれ
が全くないわけではありません。地域における信頼
やお客様の期待など、私たちの産業には既に大切な
基盤があり、そこにアイデアと情熱が加わればいい
ということで、私自身腹落ちする思いでした。

　また、組合の存在意義の一つとして、「情報収集」
があります。情報収集・発信・伝達が重要であると
考えます。情報収集は受け手の姿勢やスタンスが前
提となり、全印工連や地区協の発信するメッセージ
を、前向きに一つでも生かしていこうとする姿勢が
必要だと思います。一方、発信した情報が届き切っ
ていないこともあります。発信する側の手法などを
もっとブラッシュアップできるのではないかと考え
ます。
　送り手側の創意工夫と、受け手側の姿勢がかみ
合った時に、初めて有意義な情報共有が出来ると考
えます。発信の仕方をもっともっと工夫をして、一
人でも多くの産業人を巻き込んで組合活動を進めて
いきたいと思います。
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Ⅱ．理事長会

承認された議案は以下の通り
1．令和7年度収支決算見込みについて
　  原案通り承認
2．令和8年度収支予算（案）について
　  原案通り承認
3．「SOPTECとうほく2026」の
　 　 　 　 　 開催と出展者募集協力について
　  原案通り承認
・主催者企画セミナーについて、東北の歴史・
　文化をテーマとしたセミナーを織り込むこと
　について承認

4．デザイングランプリTOHOKU2026について
　  原案通り承認
5．令和8年度上期東北地区印刷協議会について
　  原案通り承認
6．令和8・9年度東北地区印刷協議会次期会長人事
　　　　　　及び委員長の担当工組（案）について
・会長：宮城県工組次期理事長候補者にて承認
・委員長担当工組について原案通り承認

7．東北地区印刷生産技術フォーラムについて
　  原案通り承認
8．その他
・全印工連の令和８年度全印工連組織、委員会
　機構図（案）について説明あり

Ⅲ．委員会

経営革新マーケティング委員会　日下直哉委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島県）

】項事告報【 
1．3支援事業の概要報告・情報共有
（1） 価値創出支援事業の推進について

　価値創出支援事業を通じて変化する顧客ニー
ズに応え、新たな価値の創出を支援するため、
以下のセミナーを開催した。

●「値決めの科学２
　　～BtoBの価格形成メカニズムを知って活かす～」
　　　日時：令和7年10月29日（水）16：00～18：00
●「印刷業の未来を切り拓くAI戦略セミナー」
　　　日時：令和8年  2月  4日（水）16：00～17：30
●「今何を考えるべきか！印刷会社の事業戦略
　　～印刷会社二代目が語る「新規事業」の
　　　　　　しくじりとその挑戦から得た教訓～」
　　　日時：令和8年  2月  6日（金）17：00～19：00

（2） AIの先端活用事例の研究と発信
　今期は、AIの先端活用事例に関する研究・情
報発信を目的に、全国の組合員を対象とした公
募制による「AI研究会PT」を編成した。本PT
では、関連企業による講義や、参加企業間での
事例共有を通じて、印刷業界におけるAI活用の
可能性を多面的に探究した。PTの研究成果は、
令和8年5月頃に「研究報告書」として取りまと
める予定である。
　昨年は「AI研究会PT」を3回開催した。

2．生産性向上や見える化の事例研究・事例発信
（1） 生産性向上や見える化の事例研究・事例発信・
　　活動支援
　既存の印刷事業における収益力の向上を目指
し、生産性向上や業務の見える化を実現するた
めの具体的なヒントや実践的なノウハウを共有
するセミナーを開催した。

●「生産性向上・見える化からの業態進化・リソー
　　ス最大化まで～下請け主体からコロナをきっか
　　けに一般企業の販促パートナーへ」
　　　日時：令和7年  8月27日（水）16：00～18：00

（2） BRAIN導入促進
東京工組が東京都中小企業団体中央会の受託事

業として開発した中小印刷業向け基幹業務シス
テム（MIS：Management Information System）
「BRAIN」（ブレイン）は現在申込が9社（テスト
ユーザー2社、一般ユーザー7社）、デモ申込社数
は96社となっている（令和８年1月現在）。
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本システム導入の効果や費用について掲載した
ポータルサイトを開設しているので、ぜひご覧
いただき、地区内での周知をお願いする。

（3） リーダーズキャンプ～シン勝ち残り合宿～
　今期は、全印工連・経営革新マーケティング
委員会と全国青年印刷人協議会（全青協）の共
催による「リーダーズキャンプ～シン勝ち残り
合宿～」を12月12・13日の2日間、広島県にて
開催し、全国から20名が参加した。

3．オープンイノベーション推進事業
）携連の間員合組、間界業連関、間界業異（　　

（1） オープンイノベーションに資するセミナー
　今期は、政府が国家戦略として推進する「ロー
カル・ゼブラ」の概念や制度設計、ならびに関
連事例について理解を深めることを目的とした
セミナーを開催した。
　また、令和8年1月28日には、全印工連の第3
回委員会において、ローカル・ゼブラの事例研
究として、半田中央印刷㈱（愛知県）の会社見
学会を実施した。

●「政府が国家戦略と位置づける『ローカル・ゼブ
　　ラ企業とは？』」
　　　日時：令和7年  8月  7日（木）16：30～18：00
●「実践！ローカル・ゼブラセミナー都市編
　　 ―写植屋が日本中に‘‘ファン’’を持つまで―」　
　　　日時：令和8年  3月  3日（火）16：00～18：00

化強能機と化性活の」信通クーワトッネ創共「 ）2（
　本通信は、自社製品やサービスのPR記事を、
全国の組合員約3,500社に向けて発信できる、
メールマガジンおよびWEB掲載サービスであ
る。組合員は無料、メーカー・ベンダーなど組
合員以外は、掲載料として30,000円（税抜）に
て承っている。

【協議事項】
　報告事項にある３つの支援事業における各種テー
マの中から各社のAIの活用方法の情報交換を行っ
た。
　プリプレスの効率化やイラストを生成AIで作成
するなどデザイン制作での活用方法や業務・作業の
効率化を図り時間を短縮しているといった具体的な
手法の話が出た。また、AIを活用したいろんな取
り組みを集約した会社内でのプロジェクトや、使用
方法などのガイドラインを策定している事例も出さ
れた。
　全印工連の髙本副会長が、ペーパーサミットにつ
いて詳しく説明された。

サステナビリティ・CSR委員会　笹氣義幸委員長
）県城宮（    　　　　　　　　　　　　　　　　　

【報告事項】
1．サステナビリティ・CSR経営の推進
（1） 全印工連ＣＳＲ認定制度（ワンスター･ツース
　　ター・スリースター認定）の普及拡大

今後の募集スケジュール
募集対象 募集期間 認定登録

第53期ワンスター認定 2026年 2～4月 2026年 6月

第54期ワンスター認定 2026年 5～7月 2026年 9月

第55期ワンスター認定 2026年8～10月 2026年 12月

第56期ワンスター認定 2026年11月～2027年1月 2027年 3月

（2） 全印工連CSR認定制度の改定
　2026年6月認定から、ワンスター認定につい
ては必要申請数・必須項目・必要ポイント数を
変更し、ツースター・スリースター認定につい
ては必要申請数・必須項目・システム評価チェッ
クリストの申請項目・合格点を変更する。
　全印工連　小島委員長より改めてCSR経営
（認定制度）についての説明があった。
・CSR経営（認定）は企業永続の経営のフレー
　ムワークである
・これからの自社の社会的、経済的価値の創
　出のために取り組んでほしい。
・自社の強みに合わせた取り組みの入口とし
　てのワンスター取得

（3） サプライチェーン企業等によるCSR認定取組み
　　に対する詳細要求への対応
　今年4月1日より「CSR認定取組み証明書」を
11,000円で発行する。
　サプライチェーン企業、官公庁、公的機関等
にエビデンスを求められたときなどに活用して
もらいたい。

2．人的資本経営関連情報の提供
（1） 自転車の交通反則通告制度開始（2026年4月1日）

　今年4月1日より16歳以上の自転車運転手に対
し「交通反則通告制度」がスタートする。従業
員に対して周知してもらいたい。

（2） 出生後休業支援給付金制度利用ガイド
　出生後休業支援給付金はパパ育休を取得した
場合にもらえる給付金。
　育児休業給付金や出生時育児休業給付金と合
わせると、手取りで休業前のほぼ10割相当にな
るので、利用すると良い。
　詳しくは社労士の動画を配信する予定なので
それをご覧いただくか、各社社労士に問い合わ
せのこと。
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3．環境対応事業の推進
（1） 環境サステナビリティ専門用語解説

環境に対する専門用語や概念の正確な理解が不可欠。
日印産連からの説明動画を配信する予定なので
ご覧いただきたい。
※ りあ画動の員委別特倉小ていつに）1（.3、）2（）1（.2
　（4月末日まで公開、視聴可能。資料は組合よ
　りメールあり）

（2） ＧＰ（グリーンプリンティング）認定制度
2026年1月現在、印刷業全体で447工場、そのう
ち全印工連所属は258工場が認定。
現在、2026年6月認定の募集中。

（3） 環境推進工場登録制度
　登録のための講習会が必要。オンラインも対
応しており、地区単位の開催も可能。

4．メディア・ユニバーサルデザイン（ＭＵＤ）活動の推進
（1） 第19回メディア・ユニバーサルデザインコンペ
　　ティションの開催結果
・応募数：184点（前年比+7）
・受　賞：12作品

（2） 「ペーパーサミット フェア2026」の開催
　これまで大阪で開催されていたイベント。
　一般向けに紙加工の楽しさ・面白さを伝える
インベントになる。デザイナー、クリエイター、
メーカーなどとの接点になるので来場をお待ち
している。
　開催：7月24日、25日
　場所：東京都立産業貿易センター浜松町館

（3） 冊子『 INFORMATION  DESIGN』（改訂版）  
　　の販売

【協議事項】
1．各工組における推進事業への対応状況
・令和7年度 東北（実績／目標）
　CSRワンスター 1／2
　GP認定 3／1
　環境推進 0／1

2．委員会事業に対する提案、要望
   のんさくたひぜはにンョシィテペンコDUM・

　応募をしてもらいたい。 
　　→MUDが東北ではなかなか浸透しない。
　　　SOPTECでもセミナーを開くが毎回工夫が必要。
　デザイングランプリでMUD協会の協賛は
　もらえないか？
　　→デザイングランプリでMUD部門を創設
　　　してはどうか？
　　　審査員はMUD協会の方に担ってもらうなど。

教育研修委員会　岩間奏子委員長（山形県）
】項事告報【 

1．印刷営業講座・印刷営業技能審査認定試験の開催
　令和7年度は山形県（現地開催）と東京都・
全印工連合同主催分（オンライン開催）の2回
開催し、43名が営業講座受講、青森県・宮城県・
山形県・福島県・東京都・富山県の6工組から
合計で37名が認定試験を受験した。
　昨年度の岩手県に続き現地開催での営業講座
を実施できたこと、認定試験についても東京会
場での再チャレンジも含め東北地区より多くの
受験実績を上げられたことに感謝します。

　また、今回も東北地区独自の受講者感想アン
ケートを実施したところ、当初の参加動機は会
社からの指示であったとしても、講座を終える
頃には能動的な参加意欲に変容が起こってい
る。また、「講座を受けたことで日々の営業活
動に役立てられると思いましたか」の質問に対
し、「必ず役に立つと思う」という回答が100％
であること、同業他社の方たちとのグループ
ワークや、同じ時間学び合うのが良い刺激に
なった等の感想が寄せられ、満足度は比較的高
いものと思われる。

　引き続き来年度も印刷営業講座の現地開催を
検討し、東北地区全体で、印刷営業技能や社員
のスキル向上につなげていきたい。そのために
も、講座開催にあたり最低人数15名の確保が必
須となり、従業員へ経営者の皆様からの積極的
な参加促進が肝となるので、よろしくお願いし
たい。
※今年度は宮城県工組での開催を切望する。

2．技能検定「プリプレス職種DTP作業」の受験者数
　令和7年度の受験申請者数は15工組で計78名
（1級：41名、2級：37名）工組数は増減なし、
総受験者数は11名増（昨年比114％）の見込み
であり、減少傾向にあった昨年から一昨年並み
に持ち直したものの全国の受験者数が100名を
下回る場合、技能検定の存続に影響を及ぼすた
め周知と受験者の確保にご協力をお願いしたい。

3．組合支援セミナーの開催
　昨年度より組合支援セミナーのリニューアル
を行った。今年度は生成AIのセミナーをはじめ
多くの工組でセミナーが開催された。引き続き
各県工組のニーズに合わせたセミナーの開催を
検討していただきたい。
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4．教育動画サイト「印カレ～全印工連の学んで得
　　するTV～」主なコンテンツ
　2021年5月から運用を開始した教育動画サイ
ト「印カレ」https://printing-college.com/login
は全120本（2026年1月23日現在）の動画をアッ
プしている。初回アクセス時にID（視聴者のメー
ルアドレス）とパスワード（kyoiku）の入力が
求められるが、一度ログインすればIDパスワー
ドの保存機能で次回以降のログイン操作は省略
してアクセス可能となる。
　スマートフォンやタブレットでいつでもどこ
でも見たいときに視聴することができるので、
社員のスキルアップや自己啓発に是非とも活用
いただきたい。

】項事頼依【 
◆ 印刷ブランディングプロジェクト
　教育研修委員会では4月から「印刷ブランディ
ングプロジェクト」を展開する。
　本プロジェクトは「若年層の求職者数増加」
に向けた印刷業界のPRを目的に行う。
　全国の組合員企業の皆様はじめ、印刷関連業
種の皆様から事業内容や技術を紹介する動画素
材、発信用の動画を募集する。
　業界の魅力を外部へ発信するためのコンテン
ツ制作につなげていくべく、ぜひ組合員企業の
皆様のご協力をお願いしたい。
　プロジェクトの詳細や動画作成、参加方法に
ついては全印工連機関紙「Xi［sai］」3月号をご
覧いただきたい。

組織活性化委員会　荒川和行委員長（岩手県）
【報告事項】

1．生命共済PR動画の活用について
　生命共済PR動画「印カレ」に令和8年度版が
アップロード。
　加入促進のツールとしての活用促進。

2．生命共済制度の更新処理
　2月中旬頃に各工組へご案内文書を送付予定。
制度内容の変更なし。

3．事業承継・事業継続支援事業
　「事業継続支援センター」の活用。

4．J-CONNECTへの情報登録
　印刷組合の情報プラットフォーム「J-CONNECT」
を開発中。今後、全印工連から企業情報登録案
内を各工組へ連絡、周知協力のお願い。

5．新しい損害保険の検討
　サイバーセキュリティー保険制度を検討。

【協議事項】
1．令和8年度共済キャンペーン重点工組
秋田県印刷工業組合
山形県印刷工業組合

2．組合員加入の促進について
　「生命共済制度」の全国目標「組合員数に対
する加入率32％」の達成及び、組合員数純増・
増減0の割合を増やし、減少率0％に近づける。

3．「事業継続支援センター」の周知・活用
　来年度も事業承継・M&Aの支援をする為
「事業承継支援センター」の周知を行う。
　また、新たな価値の創造、事業拡大を目指す
「企業連携」を推進する。

4．サイバーセキュリティー保険制度
　ランサムウェア被害への対策として保険制度
の検討。

5．印刷業経営動向実態調査の実施推進
回答締め切り期限を2月28日へ延長。

6．委員会事業に対する提案・要望
・「特定技能制度の活用」を組合員加入の魅力
　と捉え、PR活動を行う。
・サイバーセキュリティー保険への加入以前に、
　各社がサイバー攻撃に対する意識を持つこと
　が大事ではないか。
・組合員加入、各種共済加入促進をするにあた
　り、A4サイズのチラシ1枚で魅力を伝える
　ツールが必要ではないか。
・2工組で組合員の脱退申し出がある。
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官公需対策委員会　田中日露史委員長（青森県）
【報告事項】

　官公需における取引適正化を最重要課題と位置づ
け、地方の積極的な行動なくして改善は進まないと
の認識が共有された。とりわけ印刷分野におけるダ
ンピングや過度な価格競争が深刻化しており、持続
可能な経営を実現するため制度運用の是正が急務で
あると確認された。
　経済産業省は令和7年度の「中小企業者に関する
国等の契約の基本方針」に基づき、各都道府県へ通
知文を発出した。

　「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の
　  　　　　　　　　　　　　　基本方針：骨子」
① 実勢価格・人件費上昇分を予定価格へ適切に
　 反映すること
② 最低制限価格制度や低入札価格調査制度を
　 活用しダンピングを防止すること
③コンテンツに関する知的財産権の財産的価値
　 を適正に評価すること
④ 中小印刷事業者等からの相談に適切に応じ
　 ることである

　しかし総務省による実態調査では、通知後も状況
は大きく改善していないことが判明。都道府県から
市区町村への周知が不十分で、担当者レベルでは通
知自体を知らない例も多い。文書上は市町村への周
知が求められているが、実務では徹底されていない
実態が共有された。
　具体例として山形市の事案が紹介された。過去17
万円程度だった印刷案件に対し、設備を持たない業
者が13万円で落札。組合側が経産省通知を持参し契
約課へ説明したところ、文書の存在自体が認識され
ておらず、その後発注方法見直しの通知が出され改
善に至った。通知文を根拠に交渉する有効性が示さ
れた事例である。

　各県工組からは、会計課や議員連盟へ資料を提出
しているものの、担当者交代や理解不足により継続
的な浸透が難しいとの報告があった。最低制限価格
制度の導入状況や設定率は自治体間で差が大きく、
未導入や低率設定の地域では危機感が強い。
　少額随意契約の基準額引上げやオープンカウン
ター方式の多用により、特に30万円以下案件で極端
な低価格落札が常態化しているとの指摘もあった。
材料費を下回る価格や在庫処分的入札も存在し、構
造的に価格が下落する仕組みとなっている。
　印刷が「物品」扱いとされることが制度上の課題

との意見も出された。本来は製造請負的性格が強い
にもかかわらず、物品調達として扱われるため最低
制限価格制度の適用が限定的になるケースがある。
東京都や宮城県など一部自治体では請負契約化が進
み、制度改善が図られている事例が共有された。

認識が示された。積算資料や物価指標を根拠に、明
らかに不合理な低価格入札についてはデータを収集
し、ダンピングであることを示す必要がある。落札
額や応札社数は情報公開対象であり、証拠（エビデ
ンス）を集めて国へも報告していく方針が示された。
　また、改善には行政内部の自発的変化だけでなく、
政治的後押しが不可欠との見解が強調された。議員
連盟や首長と連携し、通知という国の方針を根拠に
議会からも働きかけることで、担当部局を動かす力
が生まれるとされた。理屈だけでなく政治力とセッ
トで進める必要がある。
　知的財産権の所在を受注者側に明確化した契約書
雛形およびガイドブック（官公庁用・民間用・組合
員用の3分冊）を年度内に発行予定。自治体交渉や
営業活動の実務ツールとして活用することが期待さ
れている。オンライン説明会実施の要望も出された。

　官公需対策委員会の活動報告として、各地での支
援セミナー開催、アンケート調査、要望書提出事例
などが共有された。最低制限価格制度の見直しを求
める要望書を提出し、回答を得た自治体もあるが、
設定率引上げには慎重な姿勢も見られる。
　組合員数の推移にも地域差があり、減少傾向の県
では財政難対策として事務所移転などの対応を実
施。一方で外国人技能制度の活用や環境認証制度の
取得を目的に加入が増えている地域もある。

　最終的に、単なる「安ければよい」という旧来型
の入札思想から脱却し、地域経済を守るための適正
価格発注へ転換する必要性が再確認された。通知文
の活用、制度改善の提案、証拠収集、政治連携を総
合的に進め、持続可能で利益を確保できる官公需制
度の確立を目指す方針が共有された。
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T

OPIX
4 トピックス4 組合員支援セミナー開催

開 催 日：令和 7年 8月 8日（金）
開催場所：ホテルメトロポリタン NW 参加者25 名
講　　師： 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本  猛 様
演　　題  るす注受てえ考でーリートス「 ：
　　　　　　　　　　　Create On Demand の事例紹介」
　セミナー後に行ったアンケートでは、「制作から提案まで、　
　具体的な事例を紹介していただくことで、解像度高く理解　　
　することができた。とても参考になった。」などの声があり、
　好評の内に終了しました。

T
OPIX

1 トピックス１ 常任理事会
第 4回 令和 7年   8月  8 日（金）ホテルメトロポリタン NW・・出席者 4 名
第 5回 令和 7年   9月  9 日（火）組合事務所・・・・・・・・・出席者 7 名
第 6回 令和 7年10月 23日（木）組合事務所・・・・・・・・・出席者 7名
第 7回 令和 8年  1月 16日（金）ホテルロイヤル盛岡・・・・・出席者 7名

T

OPIX

2 トピックス2 古紙回収および 寄付金贈呈
3 回目10月 8日（水） 協力事業所17 社 総重量 3,990㎏
　皆様のご協力により無事に終了することができました。
　この古紙回収収益金より8万円を「いわて森林づくり基金※」　
　へ寄付いたしました。
　この寄付金は、県内の森林環境保全や子供たちの森林学習
　事業に活用されます。
　※ 窓口：岩手県農林水産部林業振興課

T

OPIX

5 トピックス5 盛岡支部ボウリング大会
開 催 日：令和 7年11月 7日（金）
開催場所：マッハランド
参 加 者：16 名
　 団体優勝 ：杜陵高速印刷㈱
　 準 優 勝：川口印刷工業㈱ 
　 第 3 位：トーバン印刷㈱

第 1回 令和７年   7月  8 日（火）北ホテル・・・・・・・・・ 出席者 9 名
第 2回 令和７年   9月  9 日（火）北ホテル・・・・・・・・・出席者10 名
第 3回 令和７年 12月  4日（木）アートホテル盛岡・・・・・・出席者 11名
　　　  ◯定例会終了後、 同会場で 忘年会を開催
第 4回 令和８年  2 月  3 日（火）北ホテル・・・・・・・・・出席者10名

T

OPIX

3 トピックス3 盛岡支部　定例会
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組合員動向

お知らせ

今後の組合の予定（行事）

クイズコーナー

加入・脱退なし
令和8年2月28日現在　組合員数38社

　日本製紙連合会・日本洋紙板紙卸商業組合・全日本印刷工業組
合連合会の業界 3団体が連携し【紙の●●●●●キャンペーン＝
紙育活動】を開始しました。
　これは、紙の役割と価値を改めて社会に伝え、「紙のある暮らし」
をより豊かにするための業界横断プロジェクトです。
　さて、何キャンペーンでしょうか。

★ 2026年 7月 24日（金）・ 25 日（土）には、「PAPER SUMMIT JAPAN 2026」が
　東京都立産業貿易センターにおいて開催されます。

令和8年
　　 3月　26日（木） 　　　　 盛岡支部三役会（組合事務所）
　　 3月　26日（木） 　　　　 第 7回 常任理事会（組合事務所）
　　 4月　 8日（水） 　　　　 ）ルテホ北（ 会員役部支岡盛 
　　 4月　15日（水） 　　　　 第1回 古紙回収（組合事務所）
　　 4月　17日（金） 　　　　 盛岡支部通常総会（岩手県青少年会館）
　　 4月　27日（月） 　　　　 令和 8年度 第1回常任理事会（組合事務所）
　　 5月　12 日（火） 　　　　 第 2回常任理事会（岩手県青少年会館）
　　 5月　12 日（火） 　　　　 令和 8年度 第1回理事会（岩手県青少年会館）
　　 5月　22日（金） 　　　　 通常総会・創立70周年記念行事（アートホテル盛岡）
　　 6月　18日（木） 　　　　 上期東北地区印刷協議会（青森県）
　　 7月　16 日（木）・17日（金） 　　　　 SOPTECとうほく2026（仙台市）

Q

ヒント：カタカナ 5文字

送り先 ：答え、会社名、氏名をご記入のうえ、当組合事務所（当誌表紙に記載）までFAXまたはメールで 

　　　　ご回答ください。

応募締切：令和 8年 4月22日（水）

当選発表：賞品の発送をもって代えさせていただきます。個人情報は賞品の発送のみに利用します。

● 今回の景品 ●

クール＆ホット 
アイマスク

前回の答え：サステナビリティ　
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令和６年３月号

15

執行役員 / 東部ブロック長　志賀好彦
理　　 事 / 東北支店長　　　森　隆章

令和６年３月号

15

執行役員 / 東部ブロック長　志賀好彦
理　　 事 / 東北支店長　　　森　隆章
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＊現像廃液・定着廃液及び古フィルム、廃油、洗浄液の処理を御用命下さい。

〒028-7801 岩手県久慈市侍浜町堀切11-136-5
TEL 0194-58-3833 FAX 0194-58-3057

長代商店は皆様の産業廃棄物の処理に
誠意をもってお手伝い申し上げます。

＊廃液、廃油、洗浄液、インク缶の処理を御用命下さい。＊廃液、廃油、洗浄液、インク缶の処理を御用命下さい。

〒028-7801 岩手県久慈市侍浜町堀切11-136-5
TEL 0194-58-3833 FAX 0194-58-3057


